
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１０月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８長第１８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２０年１０月１９日（日） ０５時５０分ごろ 

発生場所 長崎県長崎市伊王島町肥前黒瀬灯台から真方位１２８°２５０ｍ付近 

（概位 北緯３２°４１′ 東経１２９°４６.９３′） 

事故等調査の経過  平成２０年１０月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 漁船 恵
え

三
み

丸、４.９６トン 

   ＮＳ３－４０６４４７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 遊漁船 光栄
こうえい

丸、４.９トン 

   ２９２－３１６２２長崎、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船尾ブルワーク取付のスラセ板凹損、オーニングパイプ曲損 

Ｂ なし 

 事故等の経過  Ａ船は、夜間、船長Ａが単独で乗り組み、漁場に向けて約８.５ノット

（kn）の速力で法定灯火を点灯して南進中、Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗

り組み、釣り客４人を乗せ、釣りのポイントへ向けて約９.５kn の速力で

法定灯火を点灯して南進中、平成２０年１０月１９日０５時５０分ごろ、

Ａ船の船尾とＢ船の船首とが衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

   日出 ０６時２７分 

海象：海面 平穏 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船及びＢ船は、それぞれ南進中、Ａ船及びＢ

船が適切な見張りを行わなかったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、伊王島南方沖において、Ａ船及びＢ船がそれぞれ南進

中、Ａ船及びＢ船が適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突したこ

とにより発生したものと考えられる。 

 




